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第3章  環境基本計画の基本目標と施策の体系 

 

１．養父市の望ましい環境像 
  第２章で述べた養父市の現状と課題を踏まえ、今後 10年間を見通して、目指すべき「望まし

い環境像」を以下のように定めます。 

 

        

 

 

 

２．基本目標 
  目指すべき「望ましい環境像」を実現するための基本目標として、以下の５つを定めます。 

 

(1)  地球環境負荷を低減します 

クリーンエネルギーの導入推進、公共交通機関の利用推進、低炭素社会への移行、オゾン層

破壊防止など、地球環境への負荷を低減するための取り組みを実施します。 

 

(2)  安心・安全な生活環境を確保します 

地域の環境負荷を低減、魅力あるまちづくり、循環型社会への移行など、安心かつ安全な生

活環境を確保するための取り組みを実施します。 

 

(3)  多様な自然環境を維持します 

貴重・希少な動植物の生育・生息環境の確保、人と自然環境の調和、森林資源の有効活用な

ど、多様な自然環境を維持するための取り組みを実施します。 

 

(4)  ひとりひとりが実践し協力します 

環境保全活動や環境教育の推進、環境情報の充実・発信、環境保全に貢献する産業の育成な

ど、環境を守るため、ひとりひとりが実践し協力します。 

 

(5)  環境に配慮した観光・交流を推進します 

豊かな自然を守り活かした観光産業の育成、すばらしい景観の保全、歴史と文化の継承と活

用など、環境に配慮した観光・交流を推進する取り組みを実施します。 
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３．施策の体系 
養父市環境基本計画では、環境関連施策の体系を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地球環境負荷を低減し

ます 

(1) クリーンエネルギーの利用を推進します 

(2) 環境に配慮した交通に転換します 

(3) 低炭素社会を実現します 

(4) オゾン層破壊を防止します 

２．安心・安全な生活環境

を確保します 

(1) 地域の環境負荷を低減します 

(2) 鳥獣被害対策に取り組みます 

(3) 環境と安全に配慮した住み続けたいまち

づくりを推進します 

(4) 食の安全を確保します 

(5) ゼロエミッション・循環型社会を目指し

ます 

３．多様な自然環境を維持

します 

(1) 県下最高峰を有する養父市特有の自然環

境を保護保全します 

(2) 人と自然の関係を再構築します 

(3) 公益的価値の維持・向上を図り、二酸化

炭素吸収に配慮した農林業を推進します 

４．ひとりひとりが実践し

協力します 

(1) 環境教育・環境学習を推進します 

(2) 身近な活動から環境保全に取り組みます 

(3) 環境情報を充実し、積極的に市民に発信

します 

(4) 環境保全に貢献する産業を目指します 

５．環境に配慮した観光・

交流を推進します 

(1) 都市との交流、環境に配慮した観光を推

進します 

(2) 養父市らしい自然環境と景観を次世代に

残します 

(3) 養父市独特の歴史と文化を大切にします 
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